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(57)【要約】
【課題】機能性を損なわずに優れた外観を有し、さらに
コスト的にも有利な収納庫用引出取手および収納庫用引
出を提供することを目的とする。
【解決手段】
　本発明による収納庫用引出取手１２８は、足下収納庫
１２６の引出に取り付けられた、引出が引き出される方
向１２７に平行な平板状の取手本体２００と、取手本体
２００から連続し観者に角２０２を向けて屈曲した屈曲
部２０４と、屈曲部２０４から連続した平板状の把持部
２０６と、を含み、取手本体２００、屈曲部２０４およ
び把持部２０６の観者側には、連続した平目ローレット
加工が施されていて、平目ローレット加工のローレット
幅は、屈曲部２０４に近付くに従って狭くなることを特
徴とする。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　収納庫の引出に取り付けられた、該引出が引き出される方向に平行な平板状の取手本体
と、
　前記取手本体から連続し観者に角を向けて屈曲した屈曲部と、
　前記屈曲部から連続した平板状の把持部と、
を含み、
　前記取手本体、屈曲部および把持部の観者側には、連続した平目ローレット加工が施さ
れていて、
　前記平目ローレット加工のローレット幅は、前記屈曲部に近付くに従って狭くなること
を特徴とする収納庫用引出取手。
【請求項２】
　当該取手は、押出成形によって製造されることを特徴とする請求項１または２に記載の
収納庫用引出取手。
【請求項３】
　引出を備えた収納庫において、
　当該引出に取り付けられた、当該引出が引き出される方向に平行な平板状の取手本体と
、該取手本体から連続し観者に角を向けて屈曲した屈曲部と、該屈曲部から連続した平板
状の把持部とから成る取手を含み、
　前記取手本体、屈曲部および把持部の観者側には、連続した平目ローレット加工が施さ
れていて、
　前記平目ローレット加工のローレット幅は、前記屈曲部に近付くに従って狭くなること
を特徴とする収納庫。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、収納庫用引出取手および収納庫に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、シンクやコンロ、収納などの要素を組み合わせ、ワークトップ（天板）の下
にまとめて構成したシステムキッチンが提供され、広く普及している。このようなシステ
ムキッチンの上面には、シンク、コンロ、および作業スペースが設けられる。
【０００３】
　一方、システムキッチンの上面以外、例えばフロア付近には、収納スペースとして、引
出式のコンテナが設けられる。引出には通常、引き出すための取手が設けられる。取手と
しては長いハンドル形状のものや、つまみ形状のものなど様々な構造や形状のものが提案
されてきている。例えば特許文献１には、前板の上部に取り付けられる取手構造が記載さ
れている。
【０００４】
　かかる取手は、特許文献１に記載の取手の指掛部のように、水平な部分と、それが屈曲
下降した垂直な部分とから成る、角ばった形状をしていることが多い。これは、屈曲下降
させることで、取手をシステムキッチン前面と面一（キッチン前面を覆う板等と同一の高
さとなること）にし、取手とその上の隙間が目立たないようにすることが求められていた
ためである。
【特許文献１】特開２００４－２３２２８４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、近年のシステムキッチンでは、外観上の統一性や、美しさなどを設計段
階から取り入れることが志向されている。機能性だけを重視していては、デザインの自由
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度が少なくなり、美観が犠牲になってしまうおそれがある。
【０００６】
　一方、美観を重視して取手をデザインすることも、製品の耐久性や取手の機能性が損な
われてしまうため、限界がある。また、コスト的な問題もあり、美観と機能性を両立させ
ることができたとしても、商品として供給する際には大きな問題となってしまう。
【０００７】
　ここで、上述のように、前板の上部に取手を設ける場合、隙間ができてしまうことを防
止するためには、取手の形状は角張っていた方がよい（平面部分を備えていることが好ま
しい。）。しかし、デザインのコンセプトとして丸みを帯びた柔らかな印象を与えたい場
合がある。かかる課題はキッチンに限らず、前板の上部に取手を有する引出を備えた収納
庫に共通するものである。
【０００８】
　そこで本発明は、機能性を損なわずに優れた外観を有し、さらにコスト的にも有利な収
納庫用引出取手および収納庫を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述の課題を解決するために、本発明によるキッチン収納庫用引出取手の代表的な構成
は、キッチンに配置されるキッチン収納庫の引出に取り付けられた、引出が引き出される
方向に平行な平板状の取手本体と、取手本体から連続し観者に角を向けて屈曲した屈曲部
と、屈曲部から連続した平板状の把持部と、を含み、取手本体、屈曲部および把持部の観
者側には、連続した平目ローレット加工が施されていて、平目ローレット加工のローレッ
ト幅は、屈曲部に近付くに従って狭くなることを特徴とする。
【００１０】
　かかる構成により、ローレット幅の広い部分は近く見え、幅の狭い部分は遠く見えるよ
うに、遠近感に錯覚を起こさせる。このため、実際には突出している屈曲部の角が遠く見
えるため、突出の程度が緩和されて見えることとなり、擬似的に角度がゆるやかな曲面と
認識することができる。すなわち、取手は実際には曲面を有してはいないものの、人間の
視覚が曲面であるかの如き錯覚に至ることで、把持のし易さなどの機能面と、外観の柔ら
かさという、双方の要求を満たすことが可能となる。
【００１１】
　上述の屈曲部の角は、９０°～１００°の鈍角を成していてもよい。かかる構成により
、取手に要求されている、収納庫前板の前面を覆う板等とほぼ同一の高さ（面一）となり
、引出が閉じているときは、取手を目立たないようにすることができる。そして、引出を
開けたときには、上述のように、曲面と認識できる取手が出現する。
【００１２】
　当該キッチン収納庫用引出取手は、押出成形によって製造されていてもよい。これは、
平目ローレット加工された取手の断面形状が一定であるために可能である。押出成形によ
り、要求される条件を満たす取手を、廉価で大量に製造可能である。
【００１３】
　上述の課題を解決するために、本発明による、キッチンに配置されるキッチン収納庫用
引出の代表的な構成は、当該引出に取り付けられた、当該引出が引き出される方向に平行
な平板状の取手本体と、取手本体から連続し観者に角を向けて屈曲した屈曲部と、屈曲部
から連続した平板状の把持部とから成る取手を含み、取手本体、屈曲部および把持部の観
者側には、連続した平目ローレット加工が施されていて、平目ローレット加工のローレッ
ト幅は、屈曲部に近付くに従って狭くなっていてもよい。
【００１４】
　上述したキッチン収納庫用引出取手における技術的思想に対応する構成要素やその説明
は、当該キッチン収納庫用引出にも適用可能である。
【発明の効果】
【００１５】
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　以上のように、本発明によるキッチン収納庫用引出取手は、実際には曲面を有してはい
ないものの、人間の視覚が曲面であるかの如き錯覚に至ることで、把持のし易さなどの機
能面と、外観の柔らかさという、双方の要求を満たすことが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。なお、以下の実施形態に示す寸法
、材料、その他具体的な数値などは、発明の理解を容易とするための例示に過ぎず、特に
断る場合を除き、本発明を限定するものではない。
【００１７】
　本実施形態では、キッチン収納庫用引出取手をシステムキッチンに適用した例を示す。
また、本実施形態の理解を容易にするため、最初にシステムキッチンの全体構成について
説明し、その後、本実施形態である、キッチン収納庫用引出取手およびキッチン収納庫用
引出について詳述する。
【００１８】
（システムキッチン全体構成）
　図１は、本実施形態にかかる収納庫用引出取手およびキッチン収納庫用引出が適用され
るシステムキッチン１００の全体構成を説明する図である。かかるシステムキッチン１０
０は、壁付けのものでもよいし、いわゆる対面式のオープンシステムキッチンでもよい。
システムキッチン１００の天板１１０（ワークトップとも称される）は、ステンレス材を
用いて形成され、システムキッチン１００全体の上面を覆っている。なお、天板１１０は
人工大理石（合成樹脂素材）で形成してもよい。
【００１９】
　天板１１０には、組み込み式に取り付けられたＩＨクッキングヒーター１１２、調理ス
ペース１１４、天板１１０に一体形成されたシンク１１６、および準備スペース１１８が
設けられる。
【００２０】
　天板１１０の下は、ＩＨクッキングヒーター１１２本体が設置されているガスキャビネ
ット１２０と、シンク１１６が設置されているシンクキャビネット１４０とに大別される
。
【００２１】
　ガスキャビネット１２０の中央部の下には幅の広い大きな収納庫１２４が配設され、鍋
やボウルなどの比較的大きな調理器具を収納することが可能になっている。同様に、シン
クキャビネット１４０には高い前板を備えた収納庫１４４が備え付けられている。収納庫
１４４は内部が一つの空間となっていて、大容量の収納庫として使用できる。
【００２２】
　そして、収納庫１２４、１４４の下部の床近傍には、引出式の足元収納である床面すれ
すれの足下収納庫１２６、１４６が配設されている。足下収納庫１２６、１４６それぞれ
の前板の上部には、取手１２８、１４８が取り付けられている。
【００２３】
（キッチン収納庫用引出取手）
　図２は取手１２８の拡大断面図である。取手１２８、１４８(図１参照)の断面形状は共
通であるため、ここでは取手１２８を代表として説明する。取手１２８は、引出式の足下
収納庫１２６(図１参照)が引き出される方向１２７に平行な平板状の取手本体２００と、
取手本体２００から連続し観者に角２０２を向けて屈曲した屈曲部２０４と、屈曲部２０
４から連続した平板状の把持部２０６と、を含む。
【００２４】
　取手本体２００、屈曲部２０４および把持部２０６の観者側には、連続した平目ローレ
ット加工が施されている。平目ローレット加工のローレット幅（ピッチ）は、図面からも
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明らかなように、一定ではなく、屈曲部２０４に近付くに従って狭くなる。
【００２５】
　観者にとって最も近いのは角２０２を有する屈曲部２０４であり、角２０２から離れる
ほど、観者からも遠くなる。しかし、ローレット幅の広い部分は近く見え、幅の狭い部分
は遠く見えるように、遠近感に錯覚を起こさせる。このため、実際には突出している屈曲
部２０４の角が遠く見えるため、突出の程度が緩和されて見えることとなり、擬似的に角
度がゆるやかな曲面と認識することができる。
【００２６】
　すなわち、取手１２８、１４８は実際には曲面を有してはいないものの、人間の視覚が
曲面であるかの如き錯覚に至ることで、把持のし易さなどの機能面と、外観の柔らかさと
いう、双方の要求を満たすことが可能となる。
【００２７】
　屈曲部２０４の角２０２の角度θは、９０°である。ただし、角度θは、９０°～１０
５°の角度を成していることが好ましい。図３は他の取手の実施形態を示す図である。こ
の取手３２８は、角度θを上記の範囲で鈍角にしたものである。角２０２における角度が
大きくなりすぎると、取手１２８と収納庫１２４(図１参照)の間に隙間が形成されてしま
うためである。一方、鋭角になると把持部２０６の前面が視界に入りにくくなり、本実施
形態の目的である丸みをもった柔らかい外観の視覚効果が減退してしまうからである。
【００２８】
　図２の取手本体２００中心部にある断面が略円形の部位２１０と、取手本体２００の屈
曲部２０４にある断面が略円形の部位２１２と、把持部２０６の先端かつ最下端に位置す
る断面が略円形の部位２１４は、取手１２８を足下収納庫１２６(図１参照)に取り付けた
後、取手１２８の長手方向両端にベースキャップ２２８（図３を参照）を取り付けるため
の部位である。
【００２９】
　取手本体２００の把持部２０６と反対側には、足下収納庫１２６の前板の背面に取手１
２８を固定するための板状の取付部２３０およびネジ穴２３２が設けられている。すなわ
ち取手１２８は、足下収納庫１２６の前板の背面から上部を回り込んで前面側に突出する
ように配置されている。
【００３０】
　図４は取手１２８の三面図であって図３（ａ）は平面図、図３（ｂ）は側面図、図３（
ｃ）は正面図、図３（ｄ）は図３（ｂ）のベースキャップ２２８を取り外した状態を示す
側面図である。図５は取手の端部の拡大斜視図である。至近距離から見ると、ローレット
幅には差があり、取手本体２００または把持部２０６から屈曲部２０４に近付くに従って
、狭くなることが分かる。
【００３１】
　図６は足下収納庫１２６、１４６の拡大斜視図である。足下収納庫１２６は開いた状態
である。このように足下収納庫１２６が開かれると、取手１２８は前述の通り、ローレッ
ト幅が変化する平目ローレット加工の遠近法の視覚効果により、角ばった形状（端部にて
顕著）でありながら、表面は丸みを感じさせる外観を有している。
【００３２】
　一方、足下収納庫１４６は収納された状態であるので、丸みを感じさせる外観は出現し
ていないが、閉じた状態において、取手１４８の把持部２０６は、収納庫１４４と面一に
なっていて、収まりのよいデザインになっている。
【００３３】
　図６はガスキャビネット１２０の足下収納庫１２６付近の拡大断面図である。収納庫の
前板１２４aは、収納庫１２４の前面に張られている板である。収納庫の前板１２４ａは
、パッキン２５２によって収納庫底板２５６との隙間を封止している。
【００３４】
　幕板２５８と収納庫の前板１２４ａの間には若干のクリアランス２６４があり、ここに
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塵芥や害虫が入り込んでしまうことが多い。取手１２８は、上述のように、丸みを帯びた
外観を有するが、取手本体２００は、本来、平板状に伸びていて、しかも、屈曲部２０４
(図２または図５参照)の曲率半径が小さく、急峻に屈曲しているために、このクリアラン
ス２６４の下面を覆い、クリアランス２６４に塵芥等が入らない機能的な効果がある。こ
のように、機能的な側面から、屈曲部２０４の曲率半径は、非常に小さいものであるが、
既に説明したローレット加工の効果により、大きな曲率半径に見えるという視覚的な効果
が得られている。
【００３５】
　取手１２８、１４８は、押出成形によって製造可能である。これは、ローレット加工さ
れた断面形状が一様だからである。押出成形可能であるため、長尺で同一の断面形状を有
する材料を加工する際、安価に製造することができる。
【００３６】
　本実施形態では、取手１２８、１４８に使用されている材質は、アルミ合金であるが、
他の金属を用いてもよい。
【００３７】
　本実施形態における取手１２８、１４８は、足下収納庫１２６、１４６に取り付けられ
たものであるが、他の収納庫に取り付けてもよい。また、設計上曲面が使えない箇所に本
実施形態を応用してもよい。さらに、キッチンに限らず、前板の上部に取手を有する引出
を備えた収納庫に本発明を適用することができる。
【００３８】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は
係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載さ
れた範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それ
らについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【産業上の利用可能性】
【００３９】
　本発明は、収納庫用引出取手および収納庫に適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本実施形態にかかる収納庫用引出取手および収納庫が適用されるシステムキッチ
ンの全体構成を説明する図である。
【図２】取手の拡大断面図である。
【図３】取手の拡大断面図である。
【図４】取手の三面図である。
【図５】取手の端部の拡大斜視図である。
【図６】足下収納庫の拡大斜視図である。
【図７】ガスキャビネットの足下収納庫付近の拡大断面図である。
【符号の説明】
【００４１】
１００  …システムキッチン
１２０  …ガスキャビネット
１２４、１４４  …収納庫
１２６  …足下収納庫
１２８、１４８、３２８  …取手
１４６  …足下収納庫
２００  …取手本体
２０２  …角
２０４  …屈曲部
２０６  …把持部
２５２  …パッキン
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２６４  …クリアランス
 

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】
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